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要約 
本稿では、自動運転車を日本の通勤手段として新たに導入することで、自動運転車におけ

る技術開発を進めると共に、人々の自動運転車への関心や知識を高めることを狙いとして

いる。自動運転車は近年新たな移動ツールとして注目されており、日本を始め世界各国でメ

ーカーと政府が協力のもと研究が進められている。一方日本は長時間労働および長時間通

勤国であり、また労働生産性の低さも問題となっている。自動運転車はその高い技術によっ

て、交通面や環境面など様々な点で好影響をもたらすことが期待されているが、労働問題に

おいて自動運転車を導入することがその解決に効果的であることは未だかつて研究された

事例が存在しない。そこで本稿では現在通勤時間や勤務内移動時間をはじめとした移動時

間がどれほど機会費用として損失しているかを統計的に明らかにし、どれぐらいの人々が

対象となってその移動時間を自動運転車によって生産的な時間に変えられる可能性がある

かを実証的に明らかにする。そして、導入化を進めるために問題となっている現在の問題点

を明らかにし、それらを踏まえて通勤時間を労働時間として認めるべきだと提言する。 

本稿の構成は以下の通りである。 

第 1章では、日本の労働問題や通勤問題および自動運転車の研究の現状について述べて

いる。第 1節では主に GDP の比較を用いて日本の経済的豊かさを示したのち、日本の労働

環境を取り巻く長時間労働や長時間通勤、またそれらの原因の一つであると考えられる労

働生産性の低さなどについて、世界各国のデータと比較し、分析することにより日本の労

働環境における問題点を洗い出す。また、現在施行されている安倍政権の「働き方改革」

の施行目的や現時点での改革効果についても述べる。第 2節では日本での自動運転車への

取り組みについて述べている。自動運転車とは何か、そして現時点でのメーカーおよび政

府の自動運転車についての研究の進捗度について説明を行う。また、安倍政権の「未来投

資戦略 2018」にも触れ、今後の政府の自動運転車に対する政策・取り組みの方向性を述べ

る。 

 第 2章では、問題意識および本稿の独自性について述べている。日本を始め世界各国で

自動運転技術についての研究が進み、その技術の高さが注目されていっている一方、我々

国民の自動運転車についての関心・知識がまだまだ不足していることから不安要素も多

く、好意的な意見ばかりではないのが事実である。また、自動運転技術はその能力を交通

面や環境面に活かせることは既存の研究で明らかにされているが労働問題について研究さ

れた事例はない。我々はその点に着目し、今の時代だからこそ可能な現代テクノロジーを

用いた労働環境の改革を行うことが今の社会に必要であり、また本稿の独自性になりうる

と考えた。 

 第 3章では、先行研究について述べている。第 1 節では既存の自動運転車についての研

究について述べている。既存の先行研究では、自動運転車が渋滞や駐車の混雑といった道

路交通に与える影響や大気汚染の減少、並びに自動運転技術やその開発コストなどに主に

焦点を置いている。また、事故発生時の責任の所在などの倫理問題についてなどが多く研

究されていた。その他、通勤と仕事の生産性についての先行研究では、通勤時間の長さが
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満足度の低さや精神的緊張やストレスにつながることが明らかになっている。第 2節で

は、自動運転技術の導入により起こる経済効果や個人の余暇時間が増大することにより起

こる経済効果についても既存の研究について述べている。 

 第 4章では分析結果について述べている。第 1節では通勤時間の機会費用を求めてい

る。平成 23年度社会生活基本調査（生活時間編）のオーダーメイド集計を用い、通勤時

間や時間価値を算出し分析を行った。移動時間を勤務時間に変換可能であると考えられた

3 職種（管理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者、事務従事者）を関東大都市圏、

中京大都市圏。近畿大都市圏、三大都市圏以外の地域区分に分け、１日あたりの機会費用

と年間の機会費用を割り出し、自動運転を導入した場合、どれだけの人のどれだけの通勤

時間が自動運転によって勤務時間に変えられる潜在可能性があるかを明らかにしている。

第 2節では出張などの勤務時間内移動時間の機会費用について第 1節と同方法で統計分析

を行い、同じくどれだけの人のどれだけの勤務内移動時間が自動運転によって勤務時間に

変えられるかの潜在可能性について結果を述べている。 

 第 5章では上記の分析を基に政策提言を行っている。自動運転車を通勤手段として導入

するためには様々な課題がある。具体的には、現在の道路では歩行者と自転車走行者そし

て自動車の完全分離化が進められていないことや、道路舗装が進んでいない場所が存在す

ることなどである。これらの問題は自動運転車が通勤手段として問題なく日々の通勤シー

ンに登場するためには解決されていることが必要不可欠である。しかし一番の問題は通勤

時間が労働時間として認められていないことである。通勤時間が労働時間として認められ

れば、自動運転車内での勤務が可能となり、本来の勤務時間の短縮につながり長時間労働

を改善することができる。現在進められているフレックスタイム制度や短時間勤務制度お

よびテレワークをはじめとした様々な柔軟な働き方の 1つとして、自動運転車の通勤を導

入するためには、労働時間の定義の見直し、そして通勤時間をそこに含めることが重要で

ある。 

よって我々は自動運転車を通勤手段の一つとして導入するために早急に対策しなければ

ならない事項だと考え、政策として提言する。 
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はじめに 
現在、日本をはじめ世界各国が自動運転車の技術開発・研究協力を行っており、AIや

IoTの進化と共に自動運転車はますます発展している。自動運転車は、SAEの定義によっ

て 0〜5 のレベルに段階付けられている。日本では各メーカーと政府が協力して研究開

発・試験実施を行っており、ここ最近では完全無人化の自動運転車の公道走行試験の実施

が始まったが、交通量の少ない郊外や地方都市といった限られた地域のみでしか試験は実

施されていない状況であり、まだまだ全国的な自動運転車の導入は不可能である。米国で

は既にレベル 4の自動運転車の運用が認められ、欧州では、2030年代に完全自動運転社会

が目指されている。日本は 2025年までにレベル 4以上の自動運転車システムの導入を目

指している。レベル 4以上だと、運転者に移動時間、自由な時間ができる。そうすれば、

運転者にとって移動の時間は運転に縛られず、行動の可能性が広がる。 

一方、日本は世界でも有数の長時間労働・長時間通勤国である。毎日多くの人が混み入っ

たストレスフルな公共交通機関で通勤・通学をした後、長時間労働をしている。それに加え、

日本は OECD諸国内でも最下位に近いほど労働生産性が低い。労働生産性が低い要因は様々

だが、我々は通勤時間によって精神的・身体的ストレスが多くなることが１つの要因だと考

えている。もし自動運転車が私達の通勤手段として選択肢に入ってこれば、通勤時間を含む

労働時間を短縮し、さらに働き方や通勤形態の選択肢を広げ、労働生産性を高めるとともに、

人々の生活をより良くできるはずである。しかし、現在自動運転車における研究に関しては、

主に自動運転の技術そのものの研究や、事故逓減効果や環境面、渋滞緩和並びに事故発生時

の倫理問題などに限定されている。どの研究も、我々が本稿において研究対象としているよ

うな自動運転車の導入によって労働や通勤がどのように変化し、社会にどのように良い影

響を与えるかというところまでは研究していない。よって本稿では自動運転車の新たな可

能性を提言し、今後の社会への自動運転車導入を進めていく考えである。 

そのため、まず移動時間を勤務時間に変えることのできる勤務従事者を対象にどれぐら

いの通勤時間をかけているのかを調査する。また、出張などの勤務内の移動時間に関しても、

同じくどれぐらいの時間を費やしているのかを調査する。それらについて、地域別・職種別

などの分類分けによって、どれほどの機会費用はかかっているのかを求め、どれだけの人の

どれだけの通勤時間および勤務内移動時間が、自動運転車を通勤手段として導入すること

によって勤務時間に変えられる可能性があるかを実証的に明らかにする。 

最後にそれらを踏まえ、我々は通勤時間を労働時間として認めることを提言する。通勤時

間を労働時間と認められれば、自動運転車内での移動時間を利用した勤務が可能になり、結

果として本来の勤務時間の削減そして長時間労働の改善につながるはずだ。安倍政権が推

し進める「働き方改革」でも柔軟な働き方として明言されているような、フレックスタイム

制度や短時間勤務制度およびテレワークなどの勤務手段のほかに、我々が提案する自動運

転による勤務手段が選択肢として増えれば、労働環境や通勤問題の改善が図れることはも

ちろん、より多様性のある柔軟な働き方ができるであろう。 
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したがって、本稿では自動運転車を通勤手段として導入し通勤改革を行うことで、日本の

労働問題の解決を目指すという、未だかつて着目されていないテーマを掲げ、自動運転が日

本の通勤環境向上にいかに貢献できるかを探求する。これが私達の研究の目的である。 
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第 1 章 現状 

第１節 日本経済の労働生産性と諸改革 
第１項 日本の労働問題 

第 1節では、まず、日本の GDPを主要国の GDPと比較することで、日本の経済的豊かさを

把握する。その上で、日本の労働環境を取り巻く「長時間労働」「長時間通勤」、また、こ

れらが原因の一つとして考えられる、日本の労働生産性の低さについて述べ、主要国と比較

する。最後に、通勤時間を含め、労働生産性を再計測した結果を述べる。 

 

第２項 GDP の国際比較  

 我が国の名目 GDP（US ドル）は、2016 年には 4 兆 9,474 億ドルとなり、世界の GDP にし

める比率は 6.5％となった。アメリカ合衆国の 18兆 6,245億ドル、中国の 11兆 1,992ドル

に次ぎ、世界 3位の数値である。 

 日本の「経済的豊かさ」を国際的に比較するに当たっては、国民１人当たりの GDP（国内

総生産）を用いることが一般的である。国民１人当たりの GDPは、GDPを人口で割ることで

算出される。また、国民 1人当たりの GDP各国通貨から USドルに換算する際は、購買力平

価（PPP：Purchasing Power Parity）＊１を使用している。主要先進 35 カ国で構成される

OECD（経済開発機構）加盟国の 2016年の国民１人当たり GDPを見ると、第 1位はルクセン

ブルク（103,352ドル）、第 2位はアイルランド（72,772ドル）、第 3位はスイス（63,739

ドル）といった国が上位に並んでいる。日本の国民１人当たりの GDP は、41,534 ドルで、

35 カ国中 17位となっている。 

 

 

第３項 長時間労働の国際比較 

 日本の労働の特徴として、「長時間労働」があげられる。図１はデータ取得可能な主要 12

ヶ国（日本，アメリカ，カナダ，イギリス，ドイツ，フランス，イタリア，オランダ，デン

マーク，スウェーデン，フィンランド，ニュージーランド）のうち、2016年の就業者の長時

間労働の割合を表している。ここで言う長時間とは、ILOSTATの労働時間別就業者統計にお

いて、既述 12ヶ国に共通する最長の区分である、週 49時間以上を指し、原則、 全産業・ 

就業者(パートタイムを含む)を対象としている。  

 グラフから見てもわかるように、日本の長時間労働の割合は極めて大きい。日本の長時間

労働の割合は 20.1%、男女別に見ると、男性 28.6%、女性 9.1%となっており、12 カ国中最下

位の数値である。また、主要 12カ国のうち、最も長時間労働の割合が低い国はスウェーデ

ンである。割合は全体 7,1%、男女別では、男性 9.9%、女性 4.1%となっており、全体、男性

に関しては日本の約 3分の 1の数値となっている。 

 長時間労働の問題は、生産性の低下や、身体的・精神的健康の悪化をもたらす。また、長

時間労働は最悪の場合、過労死や過労自殺をもたらし、深刻な状況であると言える。日本で
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初めて長時間労働が指摘されてから 30年以上経過しているが、この問題はさらに深刻化し

ている。また、長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活の両立を困難にし、

少子化の原因や、女性のキャリア形成や男性の家庭参加を阻む原因にもなっている。 

 

 

 
＊１購買力平価（PPP：Purchasing Power Parity）とは、物価水準などを考慮した各国通貨

の実質的な購買力を交換レートで表したものである。通常、各国の通貨換算は為替レート

を用いることが多いが、為替変動に伴って数値にぶれが生じることになる。そのため、各

種の比較にあたっては、為替レートによるほかに購買力平価を用いるようになっている。

（公共財団法人 日本生産性本部,2017 より引用） 
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出所 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2018（6.労働時間・労働時間

制度）」を基に筆者作成。（アメリカ,計のみデータ取得可能） 

 

図 1 就業者の長時間労働の割合（2016） 

 

第４項 労働生産性とは 

まず、「生産性」とは、産出（output）／投入（input）の関係を表し、効率性を測る指標

として利用される。投入した資源に対して産出の割合が大きいほど、生産性が高いというこ

とになる。現在、一般的に生産性というと、労働生産性を指すことが多く、労働生産性は「産

出（労働の成果）」を「労働量（投入量）」で割ったものとされる。 

労働生産性には主として 2種類あり、成果（産出／output）に付加価値をおく「付加価値

労働生産性」と、成果に生産量や販売金額をおく「物的労働生産性」がある。 

国際的に比較する際には、付加価値（国レベルでは GDPに当たる）を基本とする方式が一般

的である。また、労働生産性は、一般的に就業者１人当たり、または就業 1時間当たりの成

果として計算され、労働生産性＝GDP／（就業者数）または（就業者数×労働時間）として

計測される。（購買力平価により換算） 

 

第５項 我が国の労働生産性 

 日本の労働生産性は、OECD 各国の中でも最下位に近い。OECD データに基づく 2016 年の

日本の時間当たりの労働生産性（就業 1時間当たり付加価値）は、46.0ドル（4,694円／購

買力平価(PPP)換算）であり、順位は OECD加盟 35カ国中 20位であった。前年より 1.2％上

昇したものの 1位のアイルランド（95.8ドル）と比較すると、半分にも及ばない。さらに、
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OECD加盟国平均の時間当たり労働生産性の 51.9ドル（5,772円／購買力平価(PPP)換算）を

も下回る結果となっている。また、主要 7カ国（G７）で見ると、データが取得可能な 1970

年以降、最下位の状況が続いている。 

 

 
出所 公共財団法人日本生産性本部（2017）のデータを基に筆者作成。 

 

図 2 労働生産性（就業１時間当たり付加価値）の推移：主要 7ヶ国 

 

 

第６項 通勤時間の国際比較 

日本の労働のもう 1 つの特徴として、「通勤時間の長さ」があげられる。図 3 は、15 歳

から 64歳の男女＊２の、家から職場・学校へ、通勤・通学するために必要な時間（分）を示

している。１人当たりの平均通勤時間は OECD加盟国の間でもかなり差があることが分かる。 

フィンランドやスペイン、アメリカは、１人当たり、片道約 20分程度の通勤時間である

が、一方、日本やトルコは、１人当たり、片道約 40 分もの時間をかけて通勤している。ま

た。韓国の平均通勤時間は、１人当たり約 58分と、ほぼ１時間もの時間をかけて通勤して

いることが分かる。 
 

 

 

＊２オーストラリア（15歳）、中国・ハンガリー（15～74歳）、スウェーデン（25〜64歳）

は除く。 
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出所 OECD Family Database「Average time spent travelling to and from work,1999-

2004」を基に筆者作成。 

 

図 3 一人当たりの平均通勤・通学時間（OECD加盟国）26カ国 

 

 

第７項 安倍政権の「働き方改革」 

現在、日本では、残業による長時間労働の問題や正規雇用と非正規雇用との格差問題など

の多くの労働問題を抱えている。そこで、安倍政権はそれらの問題を是正するために、働き

方改革を実施し、一億総活躍社会の実現を目指している。 

まず、働き方改革の基本的な考え方については、厚生労働省の「働き方改革〜一億総活躍

社会の実現に向けて〜」で、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自

分で「選択」できるようにするための改革」であると述べられている。また、労働問題の具

体的な改善策としては、平成 29 年 3 月 28 日に開かれた働き方改革実現会議が決定した、

「働き方改革実行計画(概要)」で、「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働

の是正」、テレワークの推進などを目指した「柔軟な働き方がしやすい環境整備」などの 9

つのテーマが掲げられており、さらに、その実現のためのロードマップも示されている。ま

た、働き方改革推進のための法整備が、政府主導で進められている。このように、安倍政権

の下、日本全体の労働問題の改善に向けて、働き方改革が行われている。 

 

 

第８項 労働生産性（通勤時間を含む） 

 上記から、日本は GDPにおいては、世界 3位と高水準であるが、労働生産性においては

OECD諸国の中では、最下位に近いということが分かる。また、通勤時間に関しても、デー
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タ取得可能な主要国と比べ、日本は非常に長い時間を通勤に費やしていることが分かる。 

 労働時間とは、「客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと

評価できるか否かにより決まる。」（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 労働時間

の定義）労働時間として扱われる時間は、具体的には、実際に仕事に就いている時間をは

じめ、制服に着替える時間、仕事の待機時間、出席が義務付けられた会議や教育訓練を受

ける時間、などが挙げられる。また、健康診断の受診時間のうち、特殊健康診断に該当す

る健診を受ける時間も労働時間として扱われる。反対に労働時間として扱われない時間に

は、通勤時間が挙げられる。また、出張や支店間の移動に費やされる時間も労働時間には

含まれない。さらに出席が任意とされた会議や教育訓練を受ける時間、休憩時間、一般健

康診断や特定保健指導、面接指導を受ける時間も労働時間としては扱われない。 

 通勤時間については、労働者災害補償保険法により、以下のように定められている。

「一 住居と就業の場所との間の往復 

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（厚生労働省令で定める

要件に該当するものに限る。）」（労働者災害補償保険法 7条 2項） 

つまり、自宅から職場までの移動、複数の職場間の移動、などに費やされる時間が通勤時

間として扱われることになる。 

 以上のように、法的には労働時間とは労働のために拘束される時間のみを指すため、通

勤時間は含まれない。しかし、通勤時間は労働するために費やす拘束時間である。そのた

め、労働生産性は、通勤に費やす時間も労働時間と捉え、通勤時間を含めて算出されるべ

きであると考えられる。 

図 4は、通勤時間を含めて算出し直した主要 7カ国の労働生産性を示している。 

青が現在算出されている労働生産性を示し、赤が往復の通勤時間を含めて算出し直した労

働生産性を示す。往復の通勤時間を含めた労働生産性に関しては、第 3項で述べた労働生

産性の計算式、労働生産性＝GDP／（就業者数×労働時間）の労働時間に、往復通勤時間

を含めて算出をするという方法を用いた。その結果が図 4である。当然のことではある

が、主要 7カ国全てにおいて、現在算出されている労働生産性に比べ、今回算出し直した

往復の通勤時間を含んだ労働生産性の方が数値が低くなっている。労働生産性に往復の通

勤時間を含む前と後では、主要７カ国において順位の変化は見られない。また、現在算出

されている労働生産性と、今回算出し直した労働生産性を比較した時、変化が１番大きい

国はドイツで約 11ドル低下、１番小さい国はイギリス、イタリアで 6ドル低下となって

いる。日本に関しては 8ドル低下しており、通勤時間の長さがもたらす影響は大きいと言

える。 
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出所 OECD Family Database - Average time spent travelling to and from work, 1999-

2014 

OECD (2018), Hours worked(indicator), doi10.1787/47belc78-en 

OECD (2018), Gross domestic product (GDP)(indicator), Doi10.1787/dc2f7aec-en  

IMF  World Economic Outlook –Employment（2014） を基に筆者作成  

 

図４ 通勤時間を含めた労働生産性の国際比較（G7） 

 

 

第２節 日本の自動運転車への取り組み 
第１項 自動運転とは 

自動運転技術は、今最も注目されている技術の一つである。自動車は誕生してから今まで

人や物の移動を迅速かつ便利にしてきたが、近年、運転の形を大きく変えようとしているの

が自動運転システムである。通信技術や AIなどを生み出した技術革新がその背景だ。通信

技術を活用したロードマップの作成などによって、自動運転技術は実現可能性を増してい

る。 

2018年 1月にラスベガスで開催された 2018 International CESでは、トヨタ自動車が、

多目的利用を目的としたモビリティサービス専用次世代電気自動車“e-Palette Concept”

を出展した。いわば独自で移動するハコであり、移動する部屋でもあるという新しい自動車
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の概念を提唱したことで話題を呼んだ。 

このように今後、自動運転技術の普及によって人や物の移動の概念は大きく変わる。それ

と同時に、今までの自動車のためにつくられていた交通制度や都市のかたちそのものも、見

直し、作り変えることが必要になるだろう。 

自動運転といっても、システムが一部の運転タスクを行う状態や、条件付きの自動運転、

そして完全自動運転まで、様々な概念が存在している。SAE 2016の定義によると、0～5段

階のレベル付けがされている。レベル 0 は自動運転自動化なし、レベル 5 は完全自動運転

化されている状態にあたる。現状、米国では既にレベル 4の自動運転の運用が認められ、欧

州では 2030年代、日本では 2025年に向けて、レベル 4の実現が目指されている。 

以下はレベルを説明した表である。 

 

表 1 自動運転の能力レベル 

 
出所 第 1 回道路交通ワーキングチーム・第 26 回 SIP 自動走行システム推進委員会 合同

会議議事次第【資料 3】p.5 SAE J3016(2016) 

（ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_

dai1/siryou3.pdf）を基に筆者が抜粋 

 

表 1を見ると、レベル 2までは、運転タスクを完全にシステムが担うわけではなく、シス

テムが部分的、または一時的に運転をサポートする仕組みになっている。一方レベル 3以上

になると、運転タスクは完全にシステムが担っている。これによって、レベル 2 までの自動

運転とレベル 3 以上では、大きな違いが発生する。レベル 2 以下は運転者が持続的に運転

制御する必要があるのに対し、レベル 3 以上だと、運転者に移動時間、自由な時間ができ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_dai1/siryou3.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_dai1/siryou3.pdf
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る。そうすれば、運転者にとって移動の時間は運転に縛られず、行動の可能性が広がる。現

状、日本では自動運転車が実際に道路を走ったのはテスト走行で許可された場合に限る。し

かし、海外ではもっと革新的にテスト走行が進められている。今年 10月、アメリカ Alphabet

傘下の自動運転車開発企業 Waymo は、カリフォルニア州で無人の自動運転車を公道で走ら

せる許可を取得した。これまで既に自動運転車は公道でのテスト走行が行われており、今年

初めには Waymoによる自動運転車の走行距離が 1000 万マイル超えたことを発表したばかり

だ。しかし、完全な自動運転といってもテストドライバ―が必ず乗車していた。今回のニュ

ースは、テストドライバ―なしでの走行が認められたという点で新しい。今後は日本でも更

に完全自動運転化へ向け、開発と法整備を進めていく必要があるだろう。 

首相官邸 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）「官民 ITS構

想・ロードマップ 2017」によると、自動運転による社会的インパクトに対する期待として

は交通事故の削減や渋滞緩和効果、また環境負荷の低減などに対するものが大きい。しかし、

運転者の負担を減らし、移動に関する社会的課題への解決手段となる可能性についても触

れられている。また国土交通省によると、少子化・高齢化社会に伴った高齢者や過疎地域で

の活用や、労働人口減少によるドライバーの労働環境悪化への解決手段としても期待され

ている。これは国外でも同様である。 

 

 

第２項 安倍政権の未来投資戦略 

「未来投資戦略 2018」では自動運転車に対しての政府の今後の政策・取り組み事例が具

体的に記述されている。その中で society5.0の実現に向けて今後取り組む重点分野の 1つ

として「次世代モビリティ・システム」の構築が今後の人々の移動手段を大きく変革すると

考えられる。このシステムは「自動運転の実用化」と「公共交通全体のスマート化」という

2 本の目標を掲げている。そして、このシステムを構築していくための新たに講ずべき具体

的な施策として、①実証プロジェクトの円滑・迅速な推進、②自動運転の実現に向けた法整

備、③技術開発の推進と協調領域の深化・拡大等、④次世代モビリティ・システムの構築に

向けた新たな取り組みという 4 つの項目が挙げられている。これら 4 つの項目には政府の

政策、方針が具体的に記述されている。また、平成 32年の無人走行サービス等を制度上可

能とするべく政府全体の制度整備の方針を取りまとめた「自動運転に係る制度整備大綱」

(平成 30 年 4 月 17 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT 総合戦略本部)決定)

に基づき、国際的な議論においてリーダーシップを発揮しつつ、必要な法制度整備を進め

ると言及している。 
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第２章 問題意識および本稿の独自性 
本稿では自動運転車の将来性とその便益を基に、自動運転車を新たな通勤手段の一つと

して社会に提言するものである。現在、IoT や AI などの技術革新に伴い、各国が自動運転

技術の政策競争・開発協力を行っており、自動運転車は、SAE の定義によって 0〜5 のレベ

ルに段階付けられている。米国では既にレベル 4 の自動運転車の運用が認められ、欧州で

は、2030 年代に完全自動運転社会が目指されている。日本も例外ではなく、トヨタなどを

中心に研究開発が進んでいる。自動運転車の存在は社会から注目され始めてはいるが、未だ

公道を法的に安全性の確保の下走ることができる自動運転車が開発されていないこともあ

り、人々の自動運転車に対する知識・関心はまだまだ低い。 

一方、日本は世界でも有数の長時間通勤国であり、特に東京・大阪・名古屋の三大都市圏

を中心に問題視されている。長時間通勤は主に電車やバスといった公共交通機関で起こっ

ており、多くの通勤者がその混み具合などから身体的・精神的ストレスを受けていることが

数多くの研究から判明している。めまいや立ちくらみ、免疫力の低下などがその例として挙

げられる。本稿では、そういった長時間通勤による身体的・精神的疲れは実際の働き方つま

り労働生産性に影響を及ぼしている可能性があると考えている。毎日働くためにかけてい

る通勤時間にそれほどのストレスがあれば、実際の労働に影響を及ぼすのも無理はないだ

ろう。また、ストレス面以外にも、現在のそういった混み入った公共交通機関内での長時間

通勤中にはなかなかその移動時間を、仕事時間や趣味の時間など有効的かつ生産性のある

時間に変換することは困難であるという実質面での問題も存在する。 

そこで、自動運転車という現代の新しいテクノロジーを用いた政策提言を行うことによ

り、今までにはない新しい通勤形態を社会に提案することが可能になると考えた。長時間通

勤のみならず、その背景に存在する長時間労働や仕事の生産性の低さも同様に問題視され

ている日本にとって、現在進められている働き方改革のような法的な制度的改革のみなら

ず、IoT や AI が進む今だからこそ可能な新しいテクノロジーを用いた通勤改革を行うこと

も必要である。実際、日本をはじめ現在の世界各国は、自動運転車を社会に導入することに

よる自動車事故の減少や交通渋滞の緩和などの交通面ならびにエネルギー消費量の減少や

大気汚染の改善などの環境面といった諸問題にしか着目しておらず、労働問題の解決を目

指して自動運転車を用いた研究例は未だかつて存在しない。もちろん、現在では自動運転車

の導入自体に関して法的な制度が整っておらず、事故が起きた場合の責任者の所在など

様々なケースや対応策を想定していく必要はある。しかし、本稿をきっかけに、社会全体が

より自動運転車への関心を高め、日本企業と日本政府がさらに自動運転車の世界各国との

開発協力・技術開発に乗り出していくことで、法整備や様々な問題の早期取り掛かりおよび

解決が図られるとも考えられる。 

よって、本稿は未だ着目されたことのない、自動運転車によって長時間通勤問題を解決す
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るというテーマを基に、実行性とそれによる便益を社会全体に提示すると同時に、自動運転

車に対する社会の認識・理解を深め、今後の自動運転車の技術開発がさらに進むことを狙い

としている。 
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第３章 先行研究 

第１節 自動運転車への取り組み 
既存の自動運転に関する研究として、我々は特に自動車社会であるアメリカ等海外の文

献に着目した。 

まず初めに、Litman(2018)は自動運転車が渋滞や駐車の混雑といった道路交通に与える

影響や大気汚染の減少、並びに自動運転技術やその開発コストなどに主に焦点を置いてい

る。また、自動運転車の導入によって得られるメリットとデメリットについて述べており安

全性の問題等に関して適切な政策を導入する必要があると提言している。本稿との関連性

に関しては、自動運転車の中でできることの一例として仕事を述べているがそれによる通

勤の改善までは言及していない。 

次に、Anderson ら(2016)は、自動運転のシステムによって生じうるあらゆるリスクを研

究し政治家に対してどういった政策を導入する必要があるのか提言している。具体的なリ

スクとしては、衝突などの事故やデータ漏えいの可能性、市場の失敗の可能性などについて

を研究対象にしており、さらに詳しく述べると、事故が起こった際に現行のアメリカの法に

基づくと、誰にどのような責任問題が生じるかといった倫理問題や、自動運転車を導入する

際にどういった基準や規制を設けるべきかといった点も密に検証されている。しかしなが

ら、この研究では主に前述した内容や、自動運転そのものの技術などにフォーカスされてい

る為、我々の研究対象である自動運転による通勤や労働への影響については全く触れられ

ていない。 

 また、Schlossbergら(2018)の研究では、自動運転を導入するにあたって道路やパーキン

グにどのような変化が必要か具体的に再考されており、車線数や道幅が狭まり、道を走る車

の数が減ることやシェアリングモビリティの普及により路肩駐車の数が減少することなど

が提言されている。ここでも、自動運転と労働や通勤の関係性については研究対象とされて

おらず、我々の研究とは一線を画したものであることが明瞭である。 

加えて、Flaade-Blanner ら（2018）は、自動運転の安全性についてデータの取り扱い等

も含め実際に自動運転が導入された状態を想定し、多様な観点から検証しており、またその

自動運転の性質を生かしたビジネスモデルの展開や、自動運転のデータに関する競合性に

ついても示唆している。また、データの共有が更なる自動運転の安全性の向上に繋がると言

及している。この研究はアメリカのシンクタンクによって行われたものであるが、主に安全

性に特化した研究であるため、労働や通勤に関しては述べられていない。 

そ の 他 に 自 動 運 転 の 技 術 に 着 目 し た も の と し て U.S. Department of 

Transportation(2015)が挙げられる。この研究は安全性や機動性、エネルギーなどの環境に

おけるメリットなどを優先的に順位づけて示した枠組みをアメリカの運輸省が自ら作成し

研究したものである。この研究では、主に自動運転を実際に導入するにあたりどのような点

に着目しなければならないかということを実践的に精査しているが、前者と同様に研究内

容において労働への関連性は見られなかった。 
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 また、自動運転だけでなく通勤と仕事への生産性の関係性を示唆したものにも着目し

た。我々が注目した Chatterjee, K.ら(2017)の研究では、イギリスの会社員の約 2万 6千

人に対し、通勤時間とその手段に関する調査を 5年以上毎年行い、その結果を考察とともに

分析している。また、仕事・余暇・健康・精神的健康・ストレスに対する満足度をポイント

制にして、イギリス会社員に対し、アンケート調査をしており、そこから仕事の満足度に関

しては、10 分通勤時間が増えるごとに満足度が 0.008points 減少することを発見し、それ

は個人の賃金の 19%が減ることと同じ不満があるということを見つけている。 

精神面に関しては、同じように分析することで、通勤時間が 1分増える毎に仕事および余

暇の満足度が低下し、緊張感により精神的健康が悪化することを明らかにしている。そして、

仕事・余暇・健康・精神的健康・ストレスに対する満足度のアンケートで、ポイントが最も

低かった通勤手段はバスとなっており、特に、バス通勤車は他の通勤手段に比べて悪影響を

及ぼしやすいことが明らかになった。この研究では、複数回に分けてデータが観測されてお

り、前回から通勤方法が変わった比率についても研究されている。その中でも自動車を利用

している者は 91％と高い満足度でそのままの通勤形態を維持している者が多かったが、こ

れはあくまで現状の通勤方法であるため自動運転を利用したケースまでは想定されていな

い。 

 

 

第２節 自動運転車と経済効果 
 次に、自動運転車の導入によって生じる日本の経済効果に関する研究として我々は香月・

他（2016）や、桜本・福石（2011）を先行研究として取り上げる。 
自動運転車の普及によって個人の余暇時間が増大することは香月・他(2016)で明らかに

されており、ここでは ADV 利用に伴う個人の外出行動の目的ごとの外出頻度や目的地の変

化(行動変化)に着目し、⑴どのような外出目的において変化が生じやすいか、⑵どのような

属性を持つ個人に変化が生じやすいかの 2 つの観点から分析を行っている。研究の特徴と

して独自に実施した全国 47都市の 3,500人を対象としたアンケートデータを用いて，個人

の地域属性や内面的属性といった多様な側面から自動運転車利用に伴う外出行動の変化を

分析していることが挙げられる。なお、本研究では外出行動の変化のみに焦点を当てており、

通院・食料品等買い物・観光等の外出頻度の変化と目的地変化について要因分析を用いてい

る。 

次に個人の余暇時間の増大によって経済効果と雇用創出効果をもたらす論文として桜

本・福石(2011)を挙げる。ここでは、年次有給休暇の完全取得が実現した場合の、経済効果

と雇用効果を、産業連関分析を利用し、測定している。その結果、年次有給休暇の完全取得

か実現した場合、約 15兆円の経済効果と約 188万人の雇用効果が確認された。本研究の結

果より、財政金融政策に頼らず、内需を刺激し、大きな経済効果と雇用創出効果をもたらす

政策の 1 つとして、年次有給休暇の完全取得が非常に有効な手段であることが明らかにな

った。分析手法としては、⑴余暇消費支出の増加による経済波及効果、⑵新規雇用創出によ

る経済波及効果、⑶代替雇用創出による経済波及効果という 3 段階の手順にそれぞれ平成
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17 年(2005年)産業連関表を用い分析結果を整理して経済効果の総合計を求めている。 

このように、これらの既存の先行研究は、主に自動運転の技術そのものの研究や、安全性、

自動運転によるメリットとしても環境面や渋滞緩和並びに事故発生時の倫理問題等に限定

されている。労働に関する研究でも通勤と労働の関係性については言及されているものの、

自動運転を通勤に用いることが労働生産性に影響を与えるというような研究は未だかつて

行われたことがない。つまり、どの研究も我々が本稿において研究対象としている自動運転

の導入によって労働や通勤がどのようにポジティブな影響を社会に与えるかというところ

までは研究されていないということが明らかになった。今回の例では、主に車社会であるア

メリカ等の海外の文献を参考に研究したが、日本における自動運転に関する研究において

も今現在で、自動運転と労働生産性の関連性に着目しているものはまだない為、我々の研究

では自動運転の社会的意義に加えて日本の労働や通勤に与える影響を実証的に明らかにし、

現状改善に寄与できる可能性を持っているといえる。 
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第４章 分析 

第１節 通勤時間の機会費用 
第 1項 総数の機会費用 

本稿では、統計の分析を用いて、自動運転車の導入により通勤時間を勤務時間に割り当て

られ、尚且つ自動運転車内で業務を遂行できる有職者を対象として、通勤時間の機会費用に

ついて研究を行った。対象者については、デスクワーク等を中心とした業務に就く労働者を

考えており、母数となる人数やそれぞれの通勤時間は総務省統計局による平成 23年「社会

生活基本調査 調査票 A」を元に分析する。 

本研究では、日本の有職者が通勤時間にどのくらいの時間を使っているのかを調べるた

めに平成 23年「社会生活基本調査（生活時間編）」のオーダーメイド集計を用いる。本稿

で用いる通勤時間に関する数値は、本研究を主宰する三好博昭が独立行政法人統計センタ

ーに委託して実施した平成 23年「社会生活基本調査（生活時間編）」のオーダーメイド集

計の結果、またはそれを利用して算出したものであり、行政機関等が作成・公表している統

計等から得た数値ではない。また、時間価値に関する数値は、オーダーメイド集計結果から

得た通勤時間を利用して本研究で算出したものである。 

このオーダーメイド集計結果は、土日を含む 1日平均を全国、関東大都市圏、中京大都市

圏、近畿大都市圏、3大都市圏以外に分けられた地域区分で、片道時間別の行動者数（通勤

した人の数）を示している。また、職業別にも分類されている。職業は、農林漁業従業者、

農林漁業従業者以外の者のうち管理的職業従業者、専門的・技術的職業従業者、事務従業者、

販売従業者、サービス職業従業者、保安職業従業者、生産工程従業者、輸送・機械運転従業

者、建設・採掘従業者、運搬・清掃・包装等従業者の 11の職業である 

普段の片道の通勤時間は、0 分、15 分未満、15 分～30 分未満、30 分～45 分未満、45 分

～60分未満、60分～90分未満、90分～120分未満、120分以上に分類されている。 

 本稿では、1日あたりの機会費用と年間機会費用と自動運転でカバーできる比率を求めて

から自動運転で減少する機会費用を求めることによって、自動運転車の導入によって通勤

時間の機会費用にはどのくらいの潜在削減ポテンシャルがあるのかを実証する。 

ここで１時間当たりの時間価値は、 

時間価値＝常用労働者の平均月間現金給与総額／常用労働者の平均月間実労働時間  

で算出した。 

用いたデータは、分子に毎月勤労統計調査の表 13（調査産業計の平成 23 年平均の数値

316,792 円）、分母に毎月勤労統計調査の表 17（調査産業計の平成 23 年平均の数値 145.6

時間）である。この結果、1時間当たりの時間価値は 2,176円となった。そして通勤に伴う

1 日あたりの機会費用は、時間価値に往復の通勤時間を乗じて求めた。 

また、年間機会費用は、 

年間機会費用＝1日あたりの機会費用×365日（1年間の日数） 

で求めた。 
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次に、自動運転でカバーできる比率とは、自動運転車の導入により通勤時間を勤務時間に

変えることが可能な時間の割合を表している。本研究では、自動運転車の利用が現実的な通

勤時間を 60 分以上と考え、片道通勤時間が 60 分以上の行動者数の全行動者数に対する割

合を、自動運転でカバーできる比率とした。 

自動運転で減少する機会費用は、日本の有職者が自動運転車の導入により通勤時間を勤

務時間に変えることによって、どのくらいの費用が減少されるのかを表している。計算方法

は、 

自動運転で減少する機会費用＝年間機会費用×自動運転でカバーできる比率 である。 

 以上の計算式から年間機会費用と自動運転で減少する機会費用を求めた結果が表 2 であ

る。 

 

表 2 自動運転で減少する機会費用：総数 

 
出所 平成 23年「社会生活基本調査（生活時間編）」のオーダーメイド集計を基に筆者作

成。 

 

この表 2から、3つの点について述べたい。1点目は、行動者数は年間機会費用や自動運

転で減少する機会費用と比例の関係であることである。2点目は、通勤の年間機会費用は全

国で 30.58 兆円もかかっていることである。通勤時間が有職者にとってどれほど無駄な時

間となっているかが分かる。3点目は、自動運転で減少する機会費用は全国で 10.16 兆円を

減らす潜在ポテンシャルがあることである。2点目、3点目の見解から、自動運転の導入に

より年間機会費用は約 30％の減少が可能であることが分かり、潜在ポテンシャルの高さが

実証される。 

 

 

第 2項 対象項目別の機会費用 

第 1項では、全職種において、通勤時間を勤務時間に変えることができる場合を想定した

が、実際、車内で仕事が可能なのは、オフィスワークに従事する労働者に限定される。よっ

て、ここでは、11の職業の中から、本研究の対象者となりうる管理的職業従業者、専門的・

技術的職業従業者、事務従業者の 3つに絞った。 

普段の片道の通勤時間においては、0分（自宅）以外である 15分未満、15分～30分未満、
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30 分～45 分未満、45 分～60 分未満、60 分～90 分未満、90 分～120 分未満、120 分以上の

有職者を対象とした。 

上記と同様の計算式で年間機会費用と自動運転で減少する機会費用を求めた結果が表 3

である。 

 

表 3 自動運転で減少する機会費用：職種別 

 
出所 平成 23年「社会生活基本調査（生活時間編）」のオーダーメイド集計を基に筆者

作成 

 

 この表 3から、3つの点について述べたい。1点目は、年間機会費用や自動運転で減少す

る機会費用は行動者数と比例の関係であることである。2 点目は、行動者数は事務従事者、

専門的・技術的職業従事者、管理的職業従事者の順に多いことである。1 点目の見解から、

年間機会費用や自動運転で減少する機会費用も事務従事者、専門的・技術的職業従事者、管

理的職業従事者の順に多いことが分かる。3点目は、自動運転で減少する機会費用は年間機

会費用の約 10％～50％であることである。3 大都市圏以外では自動運転で減少する機会費

用は年間機会費用の 15％前後を占めているが、関東大都市圏では 50％近くを占めており、

行動者数の多い大都市圏では大きなポテンシャルがあると考えられる。 

 次に、通勤時間によって失われている機会費用を地域別と職種別でグラフにまとめたも

のが図 5.6である。 
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出所 平成 23年「社会生活基本調査（生活時間編）」のオーダーメイド集計を基に筆者作

成 

図 5 通勤時間機会費用削減ポテンシャル：地域別 

 

 次に、図 5 から、3 つの点について述べたい。1 点目は、3 大都市圏のなかで見ると、関

東大都市圏、近畿大都市圏、中京大都市圏の順で平均通勤時間が長いことである。関東大都

市圏や近畿大都市圏といった主要都市付近での通勤は中京大都市圏に比べ、より多くの時

間がかかることが分かる。2点目は、3大都市圏と 3大都市圏以外では約 1.6倍もの違いが

あり、3大都市圏の通勤時間は非常に長いことである。3点目は、平均通勤時間と自動運転

で減少する可能性のある機会費用は比例していることである。以上の 3点から、関東大都市

圏や近畿大都市圏などの主要都市付近での通勤は、3大都市圏以外での通勤に比べ、より多

くの時間を費やしていることから、その分より多くの機会費用を自動運転の導入によって

減少させることができる可能性があるといえる。 
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出所 平成 23年「社会生活基本調査（生活時間編）」のオーダーメイド集計を基に筆者作

成 

図 6 通勤時間機会費用削減ポテンシャル：職種別 

 

 一方、職種別にみた図 6から、2つの点について述べたい。1点目は、管理的職業、事務

従事者、専門的・技術的職業従事者の順で平均通勤時間が長いことである。2点目は、自動

運転で減少する機会費用は平均通勤時間とは関係がなく、行動者数に比例していることで

ある。表 3からも分かるように、行動者数は多い方から事務従事者、専門的・技術的職業従

事者、管理的職業従事者の順であり、自動運転で減少する機会費用も多い方から事務従事者、

専門的・技術的職業従事者、管理的職業従事者の順である。 

 

以上の結果から、自動運転で減少する可能性のある機会費用は、地域別であっても職種別

であっても兆単位の規模であることが分かる。図 5 から考えられる関東大都市圏が特に減

少する機会費用が大きい点と、表 2・図 6から考えられる行動者数と減少する機会費用には

比例の関係がある点の 2 点を踏まえて考えると、大都市圏のなかでも主要都市である関東

大都市圏の事務従事者が、最も自動運転車の導入により減少する機会費用が多いことが明

らかとなった。 

 

日本の有職者の年間機会費用は、全国の管理的職業従事者、専門的・技術的職業従事者、
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事務従事者の総数で約 13兆円であり、自動運転の導入によって減少する機会費用は、全国

の総数で約 5兆円かかることも本研究では明らかとなっている。このことから、自動運転の

導入によって、年間機会費用は約 38％減少することが分かる。特に関東大都市圏では約 55％

もの機会費用が減少する。つまり、本研究の分析によって、自動運転車の導入による通勤時

間の機会費用には大きな潜在削減ポテンシャルがあることが分かる。 

 

 

第２節 勤務時間内移動時間の機会費用 
次に勤務内移動時間に自動運転を用いた場合について分析を行う。分析データは総務省

の平成 23年度社会生活基本調査の調査票 Bを用いる。 

ここでは上で述べた移動時間の勤務時間化効果の分析と同じ 3 つの職業別従事者を対象

に、勤務内移動時間の年間機会費用を算出した。その結果は表 3と図 7の通りである。 

 

表 3 職種別の年間機会費用額 

 行動者数 1日平均移動時間 年間機会費用 

管理的職業従事者 66.59万人 1.4時間 0.74兆円 

専門的・技術的従事者 116.55万人 1.2時間 1.11兆円 

事務従事者 

 

59.79万人 1.9時間 0.90兆円 

 

表 3から、管理的職業従事者の年間機会費用は 0.74 兆円、専門的・技術的従事者の年間機

会費用は 1.11 兆円、事務従事者の年間機会費用は 0.90 兆円であり、これらの数字は通勤

時間にかかる機会費用の約 10分の 1であることがわかる。 
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第５章 政策提言 
実際に自動運転について研究を行っている多くの専門家の間ではレベル 5 の自動運転車

を日本で走行可能にするのはかなりの困難を伴うという見解で一致している。 

しかし、現在の日本ではレベル 4 の自動運転車ですら通勤手段として導入することを実

現するためには様々な問題が考えられる。たとえば、歩行者と自転車、そして自動車の走行

場所が完全に分離されていないことである。歩行者や自転車と同じスペースを走行する可

能性のある一般道路では自動運転車の事故のリスクが高まる恐れがある。自動運転車の走

行可能な場所を可能な限り広げるためには、なるべく障害物のない大きな道路を確保する

必要があるが、現時点でそのような条件に当てはまるところが高速道路のみとなり、日々の

通勤手段として提言するには難しい。 

また、道路の舗装も必要である。本稿では通勤手段の１つとして自動運転車を導入し、自

動運転車内での移動時間を勤務や休養などを始めとした移動以外の時間に費やすことを狙

いとしているため、快適な時間を過ごすためには運行者が感じる走行時の衝撃は低減され

る必要がある。道路舗装が可能な限り多くの道路で行われない限り、同じく自動運転車を通

勤手段の一つとして導入することは不可能であると考えられる。 

現在、フレックスタイム制度や短時間勤務制度およびテレワークなど様々な手段が柔軟

な働き方として考えられている。我々は、それら柔軟な働き方の中の選択肢の 1 つとして、

通勤時の自動運転車内での勤務を新たに加えたい。そのためには、まず通勤時間が労働時間

として認められる必要があり、これを本稿の政策として提言する。自動運転車を柔軟な働き

方の手段の 1 つとして導入するためには、移動時間内での勤務が勤務時間であると認めら

れ、1日の勤務時間の一部として組み込める状態が必要である。現在、通勤時間は本来労働

時間ではないと考えられているが、労働するために必要不可欠な拘束時間であることは間

違いない。また、自動運転車の中では労働者は実際に仕事をすることができる。通勤時間を

労働時間と認めることで、通勤時間内の勤務も労働時間として数えられ、結果として本来の

勤務時間を短縮することにつながり長時間労働を防止することができると考えられる。 
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